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「登録型本人通知制度」を
ご利用ください
～戸籍や住民票等の
　不正請求の抑止にむけて～

　

私
た
ち
の
生
活
の
中
で
様
々
な
手
続
き

に
使
用
す
る
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄

(

抄)

本
等
は
、
個
人
情
報
保
護
意
識
の

高
ま
り
か
ら
平
成
20
年
に
法
律
が
改
正
さ

れ
、
交
付
請
求
者
が
特
定
さ
れ
る
（
別
表
）

と
と
も
に
請
求
時
に
お
け
る
請
求
者
の
本

人
確
認
を
運
転
免
許
証
な
ど
写
真
付
き
書

類
の
提
示
を
受
け
る
方
法
な
ど
に
よ
り
厳

し
く
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
第
三
者
等
（
※
）

に
よ
り
戸
籍
謄
本
を
不
正
に
取
得
す
る
と

い
っ
た
事
件
が
全
国
で
発
生
し
、
こ
れ
ら

不
正
に
取
得
さ
れ
た
戸
籍
謄
本
が
婚
姻
や

養
子
縁
組
等
の
手
続
き
に
使
用
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
更
な
る
不

正
請
求
抑
止
対
策
と
な
る
「
登
録
型
本
人

通
知
制
度
」
の
必
要
性
が
全
国
で
高
ま
り
、

市
で
は
昨
年
６
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

○
登
録
型
本
人
通
知
制
度
と
は

　

不
正
請
求
の
抑
止
や
個
人
の
権
利
侵
害

の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事
前

に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
者
の
住

民
票
等
な
ど
の
証
明
書
を
第
三
者
等
に
交

付
し
た
場
合
に
、
そ
の
交
付
の
事
実
を
郵

送
に
よ
り
本
人
に
通
知
す
る
制
度
で
す
。

○
通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書

　

・
住
民
票(

除
票)

の
写
し

　

・
戸
籍
謄(

抄)

本

　

・
戸
籍
附
票
の
写
し

○
登
録
の
対
象
と
な
る
人

　

・
市
に
住
民
登
録
が
あ
る(

あ
っ
た)

人

　

・
市
に
本
籍
が
あ
る(

あ
っ
た)

人

○
通
知
す
る
内
容

　

・
交
付
年
月
日

　

・
交
付
し
た
証
明
書
の
種
類
と
通
数

　

・
交
付
請
求
者
の
種
別

　
　

（
※
第
三
者
等
）

○
申
込
方
法

　

①
本
人
が
窓
口
に
申
し
出
る
。

　

②
代
理
人
が
申
し
出
る
場
合
は
委
任
さ

　
　

れ
た
書
面
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

③
市
外
在
住
な
ど
直
接
窓
口
に
来
ら
れ

　
　

な
い
場
合
は
郵
便
に
よ
る
申
出
も
可

　
　

能
で
す
。

○
本
人
確
認
書
類

　

登
録
申
出
の
際
に
は
運
転
免
許
証
、
写

真
付
き
証
明
書
等
、
本
人
確
認
書
類
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
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▼別表

住民票関係証明書 戸籍関係証明書

請求者
の範囲

●本人
●同一世帯員

●本人
●配偶者
●父母、子、
　祖父母等

※第三者等
●本人等から委任された代理人
●自己の権利の行使又は義務を履行する者
●弁護士，司法書士等の特定事務受任者

　

本
制
度
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
自
身
が

自
己
の
個
人
情
報
を
守
る
手
段
の
一
つ
で

す
。
不
正
請
求
抑
止
に
向
け
て
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

受
付　

市
民
課
市
民
係
、
支
所
・
出
張
所

問
い
合
わ
せ　

市
民
課
市
民
係

　
　
　
　
　
　

☎
22-

７
７
３
４

「人権啓発講座」を開催します！
日時　８月 4日（木）

　　　18：30 ～ 20：00

場所　人権センター　会議室

演題　犯罪被害者等への途切れな

　　　い支援を目指して

講師　福山大学人間文化学部長

　　　心理学科教授　平　伸二さん

問い合わせ

　人権センター　☎ 22-3726

事
前
登
録
者
（
Ａ
さ
ん
）

Ａさんの

住民票の

写し等

交付請求者

（代理人または第三者）
竹原市

住民基本台帳等

（個人情報）

登録簿

①登録申出

⑤本人通知

④照合

本人通知制度のイメージ図

②交付申請

③交付

「人権のまち竹原」市民研究集会
日時　７月 31 日（日）

　　　14：00 ～ 15：30

場所　勤労青少年ホーム３階軽運動場

テーマ　親子じゃないけど家族です

　～富山型デイサービスの実践報告～

講師　NPO 法人にぎやか理事長（富山県）

　　　阪井　由佳子さん

問い合わせ

　人権センター　☎ 22-3726


